坂本直紀 社会保険労務士法人

○○年○○月○○日

是正・弁明機会付与通知書

○○○○殿  

○○○○株式会社

　　　　代表取締役　○○○○　㊞
貴殿は、度重なる無断欠勤・遅刻により、平成○○年○○月○○日付始末書において、再度の無断欠勤・遅刻を行わない旨誓約していたところ、平成○○年○○月○○日より同年○○月○○日まで1週間に亘り無断欠勤をしたものであります。      

上記行為は、就業規則第○条○号（懲戒解雇）に該当する重大な秩序違反行為でありますが、今回は情状により普通解雇といたします。                          

なお、同解雇手続きを行う前に、貴殿に是正及び弁明の機会を付与します。

つきましては、下記の通り、貴殿の普通解雇を協議する社内委員会を開催しますので、貴殿に是正の意思があるか、または弁明を必要とする場合はご出席下さい。

以上、通知いたします。

記
１．　日時：○年○月○日　○時

２．　場所：当社○○会議室

３．　内容：貴殿の普通解雇に関する協議

以　上
